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はじめに①
ガイドラインの概要

JWBA Proprietary2019/11/24

●2012年に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（FIT
法）」が施行

●「木質バイオマス発電」については、林野庁が2012年に策定した「発電利用に供する木質
バイオマスの証明のためのガイドライン」（以下、「ガイドライン」）が適用される。
⇒木質バイオマス発電を行う事業者は伐採段階から連鎖された証明書を根拠書類
として電力会社に売電する
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図１ ガイドラインの概要
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はじめに②
ガイドラインに対する指摘と対応状況
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●2017年７月に総務省「森林の管理・活用に関する行政評価・監視」が公表（注１・２）

⇒ガイドラインの運用状況も対象
⇒全国19の発電設備、98の納入ルートが監査対象
⇒59ルートで不適切事案の指摘
⇒関係省庁に対し、ガイドラインの周知徹底や証明連鎖の指導、の勧告

●各省庁の対応：
【林野庁】認定団体向け集合研修会の開催（2017年12月）（注３）

【資源エネルギー庁】発電事業者向け注意喚起文書の発信（2019年２月）

2017年12月５日付け日本農業新聞

FIT制度が国民負担となっている以上、ガイドラインの適格
な運用（＝ガイドラインの信頼性の担保）が求められる

注１：総務省（2017）
注２：総務省による指摘内容とガイドライン運用に関する各地の取り組み状況に

ついては前川（2019）を参照
注３：林野庁は2015年度より補助事業を通した実態把握と周知を実施
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はじめに③
ガイドライン運用に対するそれぞれの視点と実態
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●事業者の認定や管理指導業務が増加する
も、それに見合った運用体制を構築できな
い（事業者に対する管理指導が徹底できない）
⇒認定料金が安価？他のガイドラインとの
違いを理解していない？

●FIT法に基づく木質バイオマス発電については、ガイドラインに基づく適切な分別管理・
証明連鎖を求める（資源エネルギー庁）
●ガイドラインはあくまでも業界の自主的取り組みであり、認定団体による管理指導能力
に期待（林野庁）

認定団体

●FIT木質バイオマス発電所に対する燃料
供給を行う上で、ガイドラインへの対応は
必要不可欠
●事務作業に煩雑さがあるほか、他のガイ
ドラインとの違いを理解しづらい？

制度設計側

認定事業者

●ガイドライン運用の核となる認定団体の取り組み状況に着目
●実態把握と課題抽出により、ガイドラインの的確な運用に寄与できるのではないか

総務省監査により多数の不適切事案の指摘
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本研究の目的と方法
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「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の運用状況を
明らかにする
⇒特に認定団体による運用状況に着目
⇒適切な運用に向けた今後の課題を考察

１．認定団体を対象とする調査（質問紙法）の実施
⇒認定状況の把握
⇒認定事業者に対する管理指導状況の把握

※認定団体の属性による運用状況の相違にも着目

（補２．ガイドラインの運用状況に関する現地調査（聞き取り調査）の実施）
⇒対象発電事業者の燃料調達に関与する認定事業者・当該認定事業者を認定
する認定団体を対象とする聞き取り調査の実施

３．適切なガイドラインの運用に向けた課題の抽出

目的

方法
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認定団体を対象とする調査の概要（１）
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表１ 調査の実施概要

実施年度

2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度

調査期間
2019年
７月27日
～８月31日

2018年
７月27日
～８月31日

2017年
７月20日
～12月21日

2016年
７月７日
～11月30日

2015年
８月14日
～９月18日

調査対象
「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」

に基づく事業者認定を行う認定団体

調査票発送数 142 142 138 134 133

調査票回収数
（回収率）

131
（92.3％）

115
（81.0％）

126
（91.3％）

124
（92.5％）

114
（85.7％）

有効回答数
（有効回答率）

130
（91.5％）

115
（81.0％）

126
（91.3％）

124
（92.5％）

107
（80.5％）
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認定団体を対象とする調査の概要（２）

JWBA Proprietary2019/11/24

表２ 調査項目

大問 小問

１．回答者情報
〇団体情報
〇回答者情報

２．認定した事業者について
〇認定実績
〇証明バイオマスの実績

３．認定事業者の管理状況

〇認定事業者に対するフォローアップ
〇実績管理
〇立ち入り検査の実施状況
〇認定取消状況
〇認定費用

４．ガイドラインの運用に
関する意見聴取

〇運用体制と取り組み
〇ガイドラインの運用に関する意見

図２ 調査票
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１．【概要】認定団体と認定事業者の増減と認定団体の属性
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中央森林・林業関係団体 全国森林組合連合会系統

全国木材組合連合会系統 全国素材生産業協同組合系統

その他 認定団体数

（団体数） （事業者数）

●認定団体数に大きな増減はない
●認定団体は全森連系統・全木連系統が全体の約半数を占める
⇒認定団体は許認可や届け出制ではないので、時点ごとの調査が必要（各年調査の前段階でイン
ターネット調査を実施）

●認定事業者数は増加傾向。最も多くの事業者を認定しているのは全木連系統
※全森連系統で認定数が上下しているが、各年の調査回答数に影響する

表３ 認定団体の属性内訳（2019年度）

図３ 認定事業者の増減

1.中央森林・林業関係団体 16

2.全国森林組合連合会系統 42

3.全国木材組合連合会系統 49

4.全国素材生産業協同組合連合会系統 13

5.その他地方木材団体 5

6.その他 17

計 142
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２．【全体傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
2.1.認定事業者の業態と木材取扱量

JWBA Proprietary2019/11/24

注１：単位は事業者数 ｎ＝5,489
注２：合計値は6,370となり、重複分の精査は不可能

図４ 認定事業者の業態

注１：単位は事業者数 ｎ＝5,489
注２：合計値は5,537となり、重複分の精査は不可能

図５ 認定事業者の年間取扱数量

●認定事業者の多くは素材生産に携わる者が多い。次いで、製材業者、森林組合組織の順で
多い
●認定事業者の年間取扱数量は平均1,000㎥以下が最も多い
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注：単位は団体数 ｎ＝130 単数回答

図６ 認定事業者に対する
フォローアップ実施状況

注：単位は団体数 ｎ＝105 複数回答 回答総数は217

図７ フォローアップ実施内容

●約80％の認定団体（105団体）が認定事業者に対するフォローアップ活動を実施している
⇒具体的には、団体が発行する情報誌や、研修会の開催、等
●取り扱い実績報告書の確認から実態把握（事業者の管理）に努めようとしている

（団体数）

105

81%

16

12%

0

0%

9

7%

フォローアップ活動を行っている

フォローアップ活動を行っていない

わからない

無回答

２．【全体傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
2.2.フォーローアップ状況（１）
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注：単位は団体数 複数回答 ｎ＝16 回答総数は17

図８ フォローアップを実施していない理由

●フォローアップ活動が実施できていないと回答したのは16団体（全体の12％）

●多くの団体は実行段階もしくは構想段階となっているが、中にはフォローアップ活動の実
施が困難とする認定団体も存在する

（団体数）

1

9

3

3

1

状況に応じてフォローアップ活動を実施す

る予定である（実行段階）

認定した事業者に対するフォローアップ活

動を今後実施することを検討しているが実

行には至っていない（構想段階）

フォローアップ活動は必要であるが、実施

するのが困難であり、実施できていない

その他

無回答

0 2 4 6 8 10

２．【全体傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
2.2.フォーローアップ状況（２）
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注：単位は団体数 ｎ＝130 単数回答

図９ 立入検査の実施実績 注：単位は団体数 ｎ＝130 単数回答

図10 認定の取消実施状況
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37

28%

84
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7%

取り消したことがある
取り消しを行ったことがない
わからない

●立入検査を実施した認定団体は全体の19％（25団体）

⇒多くの認定団体は立入検査を実施していない
⇒立入検査が実施できていない理由として、認定団体の人工不足（体制未整備）と推察
●認定事業者の取り消し実績があるのは全体の約28％（37団体）

⇒認定取消は「認定期間の満了」や「事業者の都合（廃業等）」、によるもの
⇒多くの認定団体は、認定取消の対応をした経験がない
●認定料金の未納による認定取消事例をわずかに確認

２．【全体傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
2.3.立ち入り検査の実施と認定取消状況
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注：単位は団体数 ｎ＝52 複数回答 回答総数は56

図12 木質バイオマス取扱実績公開先

注：単位は団体数 ｎ＝130 単数回答

図11 木質バイオマス取扱実績の公開状況

●40％（52団体）の認定団体が2018年度の取扱実績報告の取りまとめ結果を調査時（2019年７

月当時）には公開している
⇒背景に、①合法木材ガイドラインの認定団体と重複している、②全木連による合法木材の実
績報告が例年６月末に〆切が設定されており、同調査の回答に合わせて発電用木質バイオマ
スの実績報告が徴収されること、がある

●公表先を事務所の掲示板や全国規模の上位団体（全森連や全木連）への報告とする場合もある

52
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38
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3
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11

9%

実績報告の概要を公開している

実績報告の概要はまだ公開していない

実施報告を公開する予定は、今のところない

わからない

無回答

30

17

9

自団体HP

合法木材ナビHP

その他

0 20 40

（団体数）

２．【全体傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
2.4.取り扱い実績報告のとりまとめ公開状況
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注：単位は団体数 ｎ＝130 単数回答

図13 取扱実績報告受領状況

注：単位は団体数 ｎ＝130 単数回答

図14 認定事業者が取り扱った木質バイオマス数量
（認定団体に提出された取扱実績報告書より）

●44％の認定団体（57団体）については、必ずしもすべての事業者から取扱実績報告を受領
できていない
●認定団体が集計した木質バイオマス数量は、認定事業者による回答を単純積算したもので
あり、①素材生産からチップ加工、②チップ加工から発電所と、サプライチェーンの中でダ
ブルカウント（流通過程を含めるとトリプルカウントも）している可能性をぬぐえない
⇒実績報告書の集計方法について、ガイドラインで提示することも必要ではないか
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8,439,361

8,235,207

4,918,728

4,046,802

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

入荷量

出荷量

入荷量

出荷量

間
伐
等
由
来
の
バ
イ
オ
マ
ス

一
般
木
質
バ
イ
オ
マ
ス

（㎥）

２．【全体傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
2.5.取り扱い実績報告の受領状況
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3.4.事業者認定の費用請求状況

４．【複数年傾向】認定団体の取り組み状況の変化
4.1.事業者認定の費用請求
4.2.フォローアップ活動
4.3.立ち入り検査
4.4.認定取消
4.5.取り扱い実績報告の受領状況
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注：単位は団体数 ｎ＝130 単数回答

図15 認定団体による事業者認定数の規模別分布

（団体数）

●１団体が認定する事業者数は０～354事業体まで幅広い
●平均42.2事業体／団体を認定
●多くの認定団体が１～20社を認定
●全素協系統が最も多い66.2事業体／団体を認定（多数の事業者を認定：秋田県素材生産流通協同
組合・ノースジャパン素材流通協同組合・宮崎県造林素材生産事業協同組合連合会）

表４ 系統別認定団体による事業者認定数の規模別分布
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３．【属性別傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
3.1.事業者認定状況

合計値 平均値

1.中央森林・林業関係団体 291 18.2

2.全国森林組合連合会系統 1,251 33.8

3.全国木材組合連合会系統 2,658 56.6

4.全国素材生産業協同組合連合会系統 794 66.2

5.その他地方木材団体 119 29.8

6.その他 376 26.9

計 5,489 42.2
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●認定団体のうち、ガイドラインの運営に関与する職員は「２～５人」が最も多い一方、
「１人」で対応している団体も多数存在
●“明確な担当者”を配置する場合もあれば、“担当部署全員で対応（選任者を配置しない）”も
あり、組織内での対応は二分する
●大多数の認定団体は２名程度（専務理事＋事務職員）の配置
●全森連系統の運用体制は比較的充実している
注：その他系統は、１団体が27人（支部役員）と回答していることから異常値と判別（平均値が上昇）

注：単位は団体数 ｎ＝130 単数回答

図16 認定団体の運営体制

（人数）

（団体数）

表５ 認定団体の系統別運営体制（2019年度）
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３．【属性別傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
3.2.認定団体の運用体制

合計値 平均値

1.中央森林・林業関係団体 26 1.6

2.全国森林組合連合会系統 120 3.2

3.全国木材組合連合会系統 92 2.0

4.全国素材生産業協同組合連合会系統 25 2.3

5.その他地方木材団体 7 2.2

6.その他 75 5.4

計 345 2.8
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注：単位は審査委員数 ｎ＝130 回答総数は660人

図17 審査委員会の審査員の構成

●認定団体が設置する審査委員会の委員は総勢660名となる
●１団体当たり平均5.1人の委員で構成。各認定団体の系統間の大きな相違はない
●外部委員として、県内他木材関連団体の役員や、大学教員等の学識経験者、発電事業者等
（ユーザー）が挙げられた

表６ 審査員の合計値・平均値

509

77%

151

23%

うち内部委員 うち外部委員

３．【属性別傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
3.3.認定審査委員会の構成

合計値 平均値

1.中央森林・林業関係団体 79 4.9

2.全国森林組合連合会系統 175 4.7

3.全国木材組合連合会系統 240 5.1

4.全国素材生産業協同組合連合会系統 59 4.9

5.その他地方木材団体 16 5.3

6.その他 91 7.0

計 660 5.1

審査委員数（合計）

合計値 平均値 合計値 平均値

1.中央森林・林業関係団体 59 3.7 15 1.0

2.全国森林組合連合会系統 130 3.5 45 1.2

3.全国木材組合連合会系統 169 3.6 71 1.5

4.全国素材生産業協同組合連合会系統 49 4.1 10 0.8

5.その他地方木材団体 14 4.7 2 0.7

6.その他 83 6.4 8 0.6

計 504 4.3 151 1.0

内部委員 外部委員
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注：単位は団体数 ｎ＝130 単数回答

図18 認定費用負担の状況

●認定費用については、事業者に負担を求める場合と負担を求めない場合とで対応が二分
●費用負担を求める場合であっても、30,000円／認定期間（３年間）と比較的安価
●費用負担を求めない認定団体は全森連系統が半数以上（24団体）

⇒認定団体の事業者管理費用と体制整備費用をどのように確保するのか？
⇒認定料金について、具体金額をガイドラインで提示することも必要ではないか

表７ 認定団体系統別の認定費用負担の状況

87

67%

37

28%

0

0%

6

5%

事業者に費用負担を求めている

事業者に費用負担を求めていない

わからない

無回答

事業者に費

用負担を求

めている

事業者に費

用負担を求

めていない

わからない 無回答 計

1.中央森林・林業関係団体 8 5 0 3 16

2.全国森林組合連合会系統 13 24 0 0 37

3.全国木材組合連合会系統 43 2 0 2 47

4.全国素材生産業協同組合連合会系統 10 2 0 0 12

5.その他地方木材団体 2 1 0 1 4

6.その他 11 3 0 0 14

総計 87 37 0 6 130

３．【属性別傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
3.4.事業者認定の費用請求状況（１）
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注：単位は団体数 ｎ＝37 単数回答

図19 認定費用を求めていない理由

●事業者に負担を求めない理由は「会員サービスの一環」、「他の認定で費用を徴取」、等
●事業者に費用負担を求めるのが困難（事業者の負担増加への配慮）とする団体も存在

28

76%

2

5%

2

5%
5

14%

事業者に費用負担を求める必要はない

事業者に扶養負担を求めたいが、要求できていない

その他

無回答

３．【属性別傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
3.4.事業者認定の費用請求状況（２）



23

調査結果の目次

JWBA Proprietary2019/11/24

１．【概要】認定団体と認定事業者の増減と認定団体の属性

２．【全体傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
2.1.認定事業者の業態と木材取扱量
2.2.フォーローアップ状況
2.3.立ち入り検査の実施と認定取消状況
2.4.取り扱い実績報告のとりまとめ公開状況
2.5.取り扱い実績報告の受領状況

３．【属性別傾向】認定団体の事業者認定と事業者管理状況
3.1.事業者認定状況
3.2.認定団体の運用体制
3.3.認定審査委員会の構成
3.4.事業者認定の費用請求状況

４．【複数年傾向】認定団体の取り組み状況の変化
4.1.事業者認定の費用請求
4.2.フォローアップ活動
4.3.立ち入り検査
4.4.認定取消
4.5.取り扱い実績報告の受領状況



24JWBA Proprietary2019/11/24

注１：単位は団体数 単数回答
注２：回答数は、2015年が106、2016年が128、2017年
が126、2018年が115、2019年が130

図20 認定費用の請求有無

●基本的には認定（更新）時に認定料金請求を行う体系設定
●全森連系統の多くは、「合法木材ガイドライン」や「間伐材チップガイドライン」の認定
も同時に行っており、３つのガイドライン認定を１本化して、認定料金「０円」、認定番号
「１つ」が基本姿勢
●認定費用の請求方針や請求内容に大きな経時的変化は確認できない
⇒発電向け需要が今後も増加することが予想される状況下において、取扱数量別の認定料金
設定も必要ではないか

（団体数） （団体数）

注１：単位は団体数 複数回答
注２：回答数は、2015年が設問なし（ｎ＝69）、2016
年が115（ｎ＝82）、2017年が136（ｎ＝88）、2018年
が127（ｎ＝82）、2019年が141（ｎ＝87）

図21 費用負担の求め方
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2015 2016 2017 2018 2019

４．【複数年傾向】認定団体の取り組み状況の変化
4.1.事業者認定の費用請求
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0

0
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43
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0
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0
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認定した事業者に対し、定期的に情報提供をしている

（例：関連する情報を会報誌等に記載する）

認定した全事業者の責任に対し、定期的に研修を実施

している

認定した事業者から実績報告書を受領・確認し、不明
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その他

無回答
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注１：単位は団体数 単数回答
注２：回答数は、2015年が145、2016年が130、2017年が126、
2018年が115、2019年が130

図22 フォローアップ活動の実施状況

●フォローアップ活動について、2019年度調査では大幅改善を確認
⇒設問のフォローアップ活動内容の記述を具体化したほか、実績報告書の内容紹介もフォローアップ
活動の一環として集計したことが要因と推察

●研修会の開催も増加傾向（燃料材の調達開始に伴う問題発生や総務省監査が背景にあると推察）

（団体数）

注１：単位は団体数 複数回答
注２：回答総数は、2015年が81（ｎ＝81）、2016年が106（ｎ＝
72）、2017年が109（ｎ＝80）、2018年が112（ｎ＝72）、2019年
が217（ｎ＝105）

図23 フォローアップ活動の内容

（団体数）
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48

16

0
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50

8

0

80
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4

8
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0

9
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フォローアップ活動を行っている

フォローアップ活動を行っていない

わからない

無回答

2015 2016 2017 2018 2019

４．【複数年傾向】認定団体の取り組み状況の変化
4.2.フォローアップ活動
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注１：単位は団体数 単数回答
注２：回答数は、2015年が106、2016年が129、2017年が126、2018年が115、2019年が130

図24 立ち入り検査の実施状況

●立ち入り検査を実施している認定団体が増加しているとは考えにくい
●大多数の認定団体が立ち入り検査を「実施していない」
●立入検査を実施している認定団体のうち、特に全森連系統では、県森連による系統監査を
活用して実施（検査項目の一つとして、ガイドラインが挙げられている程度）

（団体数）

22

39

45

0
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5

0
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2

5

25
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3
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実施した

実施していない

わからない

無回答

2015 2016 2017 2018 2019

４．【複数年傾向】認定団体の取り組み状況の変化
4.3.立ち入り検査
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注１：単位は団体数 単数回答
注２：回答数は、2015年が104、2016年が129、2017年が126、2018年が115、2019年が130

図25 認定取消の状況

●ほとんどの認定団体が「認定取消」を経験したことがない
●認定取消実績がある団体が増加傾向にあるが、「違反」による取消ではなく、「認定期間
満了」や「認定料金の未払い」によるもの

（団体数）

7

97

0

0

12

112

5

0

26

95

0

5

22

87

1

5

37

84

0

9

0 20 40 60 80 100 120

取り消したことがある

取り消しを行ったことがない

わからない

無回答

2015 2016 2017 2018 2019

４．【複数年傾向】認定団体の取り組み状況の変化
4.4.認定取消
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注１：単位は団体数 単数回答
注２：回答数は、2015年が116、2016年が129、2017年が126、2018年が115、2019年が130

図26 取り扱い実績報告書の受領状況

●取り扱い実績報告書の受領状況は「全事業者」と「一部事業者」とで二分している
●受領状況に大幅改善の傾向は確認できない
●「全く受領できていない」は減少傾向

（団体数）
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無回答
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４．【複数年傾向】認定団体の取り組み状況の変化
4.5.取り扱い実績報告の受領状況
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ガイドラインの適切な運用に向けた今後の課題（まとめと考察①）

JWBA Proprietary2019/11/24

〇FIT木質バイオマス発電事業は認定309件、稼働121件（2019年６月末時点）
〇今後、認定団体数の大幅増加は見込めないが、認定事業者数は増加する見込み
〇総務省監査の結果より、ガイドラインのより厳密な運用が求められる（信頼性の担保）

１．ガイドラインを取り巻く環境

⇒木質バイオマス発電事業者による燃料需要は増加・継続する見込み
⇒認定を希望する事業者が一定数存在（潜在的なニーズあり）
⇒認定団体の事業者認定・管理能力が求められる

〇認定事業者に対するフォローアップ活動を実施しているのは全体の81％（105団体）
⇒情報誌や研修会による普及啓発・情報提供が多数

〇立入検査を実施した認定団体は全体の19％（25団体）
〇認定事業者の取り消し実績があるのは全体の約28％（37団体）
⇒認定取消実績がある団体が増加傾向（「認定期間満了」や「認定料金の未払い」によるもの）

２．認定団体の取り組み状況

⇒フォローアップ活動の主流は情報提供や研修会
⇒立入検査までを行う団体は少数であり、事業者管理はどちらかというと形式的なものといえる
⇒事業者認定後の実務面に関する管理・指導を充実させる必要がある
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ガイドラインの適切な運用に向けた今後の課題（まとめと考察②）

JWBA Proprietary2019/11/24

〇事業者認定は全森連系統・全木連系統が全認定事業者（5,489事業体）の半数近くを占める
〇ガイドライン運用体制は、全森連系統の運用体制は比較的充実
〇認定費用については、事業者に負担を求める場合と負担を求めない場合とで対応が二分
⇒費用負担を求めない認定団体は全森連系統が半数以上（24団体）
⇒特に全森連系統の多くが、「合法木材ガイドライン」や「間伐材チップのガイドライン」の３つのガ
イドライン認定を１本化しており、認定料金「０円」、認定番号「１つ」が基本

３．団体の属性別傾向

⇒全森連系統・全木連系統以外の認定団体について、担当者をどのように確保するか
⇒認定費用を徴収していない団体（全森連系統で多数）や、徴収したとしても価格設定が安価（約30,000
円／認定期間）な団体（多数）による事業者認定・管理費用をどのように確保するか
⇒他の認定制度と１本化した運用の場合、各ガイドラインの違いを理解しづらくする要因とはならないか

課題１：認定団体による事業者認定・管理指導体制の充実が必要
⇒認定料金の増額が必要

課題２：認定団体によるガイドライン運用の体制整備が必要
⇒自己研修や認定団体に対する研修の場が必要

課題３：木材関連団体でない認定団体に対するフォローが必要
⇒認定団体をどのように支援するか？それとも管理すべきなのか？

認定団体を支援する主体の養成・確立が必要？

今後の課題：ガイドラインの信頼性の担保 → 認定団体の役割が重要
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ガイドラインの適切な運用に向けた今後の課題（まとめと考察③）
認定団体を支援する主体の構築に向けた試論

JWBA Proprietary2019/11/24

ガイドライン
木材・木材製品の合法性、持続可能
性の証明のためのガイドライン

発電利用に供する木質バイオマスの
証明のためのガイドライン

管理団体（？） 全国木材組合連合会

認定団体 県木連・県森連 県木連・県森連・その他

認定事業者 事業体 事業体

関係図

不在！

認定事業者

認定団体

認定
指導・管理

申請

管理団体

報告 指導・管理

認定事業者

認定団体
認定

指導・管理
申請

課題１：認定団体を支援（もしくは管理）する団体が不在
⇒【制度設計として】支援（もしくは管理）団体の位置づけが必要？

課題２：木材関連の業界団体に属さない事業体を認定する（実績のある）団体はわずか
⇒【運用として】木材関連業界団体に属さない事業体に対する支援（管理指導）体制の構築

が必要？

⇒ガイドライン全体の支援（もしくは管理）主体の確立が必要

実質
５団体！

例：日本ガス機器
検査協会、日本木
材資源リサイクル
協会連合会、東海
地区型枠工事協同
組合
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